
 

 

-1- 

 

政策調整部 

議案第１号 令和７年度大津市一般会計補正予算（第８号）の 

うち、政策調整部の所管する部分について 

 

 それでは、議案第１号 令和７年度大津市一般会計補正予算（第

８号）のうち、政策調整部が所管いたします部分について、令和８

年１月大津市予算関係議案に係る補正予算説明書に基づき、ご説明

申し上げます。 

 まず、歳入でございます。 

８ページをお願いします。 

 款１６国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、説

明欄の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金２，３６７，８７

７千円のうち政策調整部の２，２５４，７０１千円につきまして

は、今般、国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金であります。 

 款１６国庫支出金、項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金、説

明欄の物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金１，１２６，９

００千円は同手当に要する経費にかかるものであり、同事務費補助

金３９，４２４千円は、同手当の事務的経費にかかるものでありま
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す。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 １０ページをお願いします。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、説明欄１くらし

応援給付金支給費につきましては、物価高対応子育て応援手当の支

給対象児童を除く１９歳以上で、令和８年１月１日時点において本

市に住民登録のある者について、一人あたり７，０００円の現金給

付を実施するための経費であります。 

 １２ページをお願いします。 

 款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、説明欄１児

童福祉対策推進費につきましては、令和７年９月３０日時点におけ

る児童手当の支給対象児童及び令和７年１０月１日以降令和８年３

月３１日までに生まれる新生児を養育する父母等に対し、物価高対

応子育て応援手当として児童一人あたり２０，０００円を給付する

ための経費であります。 

 次に、予算書のうち、第２表の繰越明許費について説明いたしま

す。 

予算関係議案の３ページまでお戻り願います。 

款２総務費、項１総務管理費、くらし応援給付金支給事業及び、
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款３民生費、項２児童福祉費、物価高対応子育て応援手当支給事業

は、年度内での支給事業の完了が見込めないことから、所要の事業

費の繰越をするものです。 

 以上、議案第１号 令和７年度大津市一般会計補正予算（第８

号）のうち、政策調整部が所管いたします部分の説明とさせていた

だきます。 

 御審査賜りますようよろしくお願いいたします。 


